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掛川市条例第３６号

掛川市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成２７年１０月２０日

掛川市長

（別紙）
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掛川市税条例の一部を改正する条例

掛川市税条例（平成17年掛川市条例第72号）の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正後の欄にあっては

「改正後の部分」という｡)については、次のとおりとする。

(1) 改正部分及びそれに対応する改正後の部分が存在するときは、当該改正部分を当該改正後の部分に

改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後の部分のみ存在するときは、当該改正後の部分を加える。

改 正 前 改 正 後

（用語） （用語）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用 第２条 この条例において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。 語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略）

(3) 納付書 納税者が徴収金を納付するために (3) 納付書 納税者が徴収金を納付するために

用いる文書で、市が作成するものに納税者の 用いる文書で、市が作成するものに納税者の

住所又は所在地及び氏名又は名称並びにその 住所及び氏名（法人にあっては、事務所又は

納付すべき徴収金額その他納付について必要 事業所の所在地、名称及び法人番号（行政手

な事項を記載するものをいう。 続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律（平成25年法律第27

号）第２条第15項に規定する法人番号をい

う。以下同じ｡))（法人番号を有しない者に

あっては、事務所又は事業所の所在地及び名

称）並びにその納付すべき徴収金額その他納

付について必要な事項を記載するものをい

う。

(4) 納入書 特別徴収義務者が徴収金を納入す (4) 納入書 特別徴収義務者が徴収金を納入す

るために用いる文書で、市が作成するものに るために用いる文書で、市が作成するものに

特別徴収義務者の住所又は所在地及び氏名又 特別徴収義務者の住所及び氏名（法人にあっ

は名称並びにその納入すべき徴収金額その他 ては、事務所又は事業所の所在地、名称及び

納入について必要な事項を記載するものをい 法人番号）並びにその納入すべき徴収金額そ

う。 の他納入について必要な事項を記載するもの

をいう。

（所得割の課税標準） （所得割の課税標準）

第19条 （略） 第19条 （略）

２ 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所 ２ 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所

得金額は、法又はこれに基づく政令に特別の定 得金額は、法又はこれに基づく政令に特別の定

めがある場合を除くほか、それぞれ所得税法 めがある場合を除くほか、それぞれ所得税法

（昭和40年法律第33号）その他の所得税に関す （昭和40年法律第33号）その他の所得税に関す

る法令の規定による所得税法第22条第２項又は る法令の規定による所得税法第22条第２項又は
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第３項の総所得金額、退職所得金額又は山林所 第３項の総所得金額、退職所得金額又は山林所

得金額の計算の例によって算定する。 得金額の計算の例によって算定する。ただし、

同法第60条の２から第60条の４までの規定の例

によらないものとする。

３～６ （略） ３～６ （略）

（市民税の申告） （市民税の申告）

第28条 （略） 第28条 （略）

２～７ （略） ２～７ （略）

８ 市長は、市民税の賦課徴収について必要があ ８ 市長は、市民税の賦課徴収について必要があ

ると認める場合においては、新たに第14条第１ ると認める場合においては、新たに第14条第１

項第３号又は第４号の者に該当することとなっ 項第３号又は第４号の者に該当することとなっ

た者に、当該該当することとなった日から10日 た者に、当該該当することとなった日から10日

以内に、その名称、代表者又は管理人の氏名、 以内に、その名称、代表者又は管理人の氏名、

主たる事務所又は事業所の所在、当該市内に有 主たる事務所又は事業所の所在、当該市内に有

する事務所、事業所又は寮等の所在、当該該当 する事務所、事業所又は寮等の所在、法人番

することとなった日その他必要な事項を申告さ 号、当該該当することとなった日その他必要な

せることができる。 事項を申告させることができる。

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養 （個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養

親族申告書） 親族申告書）

第29条の３ （略） 第29条の３ （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 公的年金等受給者は、第１項の規定による申 ４ 公的年金等受給者は、第１項の規定による申

告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者 告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者

が所得税法第203条の５第４項に規定する納税 が所得税法第203条の５第５項に規定する納税

地の所轄税務署長の承認を受けている場合に 地の所轄税務署長の承認を受けている場合に

は、施行規則で定めるところにより、当該申告 は、施行規則で定めるところにより、当該申告

書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対 書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対

し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法 し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法

により提供することができる。 により提供することができる。

５ （略） ５ （略）

（市民税の減免） （市民税の減免）

第47条 （略） 第47条 （略）

２ 前項の規定によって市民税の減免を受けよう ２ 前項の規定によって市民税の減免を受けよう

とする者は、納期限前７日までに、次に掲げる とする者は、納期限前７日までに、次に掲げる

事項を記載した申請書に減免を受けようとする 事項を記載した申請書に減免を受けようとする

事由を証明する書類を添付して市長に提出しな 事由を証明する書類を添付して市長に提出しな

ければならない。 ければならない。

(1) 納税義務者の氏名又は名称、住所若しくは

居所又は事務所若しくは事業所の所在地及び

個人番号（行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律第２

条第５項に規定する個人番号をいう｡)又は法

人番号

(1) （略） (2) （略）

(2) （略） (3) （略）
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３ （略） ３ （略）

（施行規則第15条の３第２項の規定による補正 （施行規則第15条の３第２項の規定による補正

の方法の申出） の方法の申出）

第71条 施行規則第15条の３第２項の規定による 第71条 施行規則第15条の３第２項の規定による

補正の方法の申出は、当該家屋に係る区分所有 補正の方法の申出は、当該家屋に係る区分所有

者の代表者が毎年１月31日までに次に掲げる事 者の代表者が毎年１月31日までに次に掲げる事

項を記載した申出書を市長に提出して行なわな 項を記載した申出書を市長に提出して行なわな

ければならない。 ければならない。

(1) 代表者の住所及び氏名 (1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号

（行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律第２条第５項

に規定する個人番号をいい、当該書類を提出

する者の同項に規定する個人番号に限る。以

下固定資産税について同じ｡)又は法人番号

（個人番号又は法人番号を有しない者にあっ

ては、住所及び氏名又は名称）

(2)～(4) （略） (2)～(4) （略）

２ （略） ２ （略）

（法第352条の２第５項及び第６項の規定によ （法第352条の２第５項及び第６項の規定によ

る固定資産税額のあん分の申出） る固定資産税額のあん分の申出）

第72条 法第352条の２第５項の規定による同条 第72条 法第352条の２第５項の規定による同条

第１項第１号に掲げる要件に該当する同項に規 第１項第１号に掲げる要件に該当する同項に規

定する共用土地で同項第２号に掲げる要件に該 定する共用土地で同項第２号に掲げる要件に該

当しないものに係る固定資産税額のあん分の申 当しないものに係る固定資産税額のあん分の申

出は、同項に規定する共用土地納税義務者の代 出は、同項に規定する共用土地納税義務者の代

表者が毎年１月31日までに次に掲げる事項を記 表者が毎年１月31日までに次に掲げる事項を記

載した申出書を市長に提出して行わなければな 載した申出書を市長に提出して行わなければな

らない。 らない。

(1) 代表者の住所及び氏名 (1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号

又は法人番号（個人番号又は法人番号を有し

ない者にあっては、住所及び氏名又は名称）

(2)～(5) （略） (2)～(5) （略）

２ 法第352条の２第６項に規定する特定被災共 ２ 法第352条の２第６項に規定する特定被災共

用土地（以下この項及び次項において「特定被 用土地（以下この項及び次項において「特定被

災共用土地」という｡)に係る固定資産税額のあ 災共用土地」という｡)に係る固定資産税額のあ

ん分の申出は、同条第６項に規定する特定被災 ん分の申出は、同条第６項に規定する特定被災

共用土地納税義務者（第５号及び第４項におい 共用土地納税義務者（第５号及び第４項におい

て「特定被災共用土地納税義務者」という｡)の て「特定被災共用土地納税義務者」という｡)の

代表者が法第349条の３の３第１項に規定する 代表者が法第349条の３の３第１項に規定する

被災年度（第３号及び第86条において「被災年 被災年度（第３号及び第86条において「被災年

度」という｡)の翌年度又は翌々年度（法第349 度」という｡)の翌年度又は翌々年度（法第349

条の３の３第１項に規定する避難の指示等（第 条の３の３第１項に規定する避難の指示等（第

86条において「避難の指示等」という｡)が行わ 86条において「避難の指示等」という｡)が行わ

れた場合において、法第349条の３の３第１項 れた場合において、法第349条の３の３第１項

に規定する避難等解除日（以下この項及び第86 に規定する避難等解除日（以下この項及び第86
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条において「避難等解除日」という｡)の属する 条において「避難等解除日」という｡)の属する

年が法第349条の３の３第１項に規定する被災 年が法第349条の３の３第１項に規定する被災

年（第86条において「被災年」という｡)の翌年 年（第86条において「被災年」という｡)の翌年

以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度 以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度

から避難等解除日の属する年の１月１日以後３ から避難等解除日の属する年の１月１日以後３

年を経過する日を賦課期日とする年度までの各 年を経過する日を賦課期日とする年度までの各

年度）の初日の属する年の１月31日までに次に 年度）の初日の属する年の１月31日までに次に

掲げる事項を記載し、かつ、第４号に掲げる事 掲げる事項を記載し、かつ、第４号に掲げる事

実を証する書類を添付した申出書を市長に提出 実を証する書類を添付した申出書を市長に提出

して行わなければならない。 して行わなければならない。

(1) 代表者の住所及び氏名 (1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号

又は法人番号（個人番号又は法人番号を有し

ない者にあっては、住所及び氏名又は名称）

(2)～(6) （略） (2)～(6) （略）

３・４ （略） ３・４ （略）

（固定資産税の減免） （固定資産税の減免）

第80条 （略） 第80条 （略）

２ 前項の規定によって固定資産税の減免を受け ２ 前項の規定によって固定資産税の減免を受け

ようとする者は、納期限前７日までに、次に掲 ようとする者は、納期限前７日までに、次に掲

げる事項を記載した申請書にその減免を受けよ げる事項を記載した申請書にその減免を受けよ

うとする事由を証明する書類を添付して市長に うとする事由を証明する書類を添付して市長に

提出しなければならない。 提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称 (1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人

番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を

有しない者にあっては、住所及び氏名又は名

称）

(2)～(5) （略） (2)～(5) （略）

３ （略） ３ （略）

（住宅用地の申告） （住宅用地の申告）

第85条 賦課期日において、住宅用地を所有する 第85条 賦課期日において、住宅用地を所有する

者は、当該年度の前年度に係る賦課期日から引 者は、当該年度の前年度に係る賦課期日から引

き続き当該住宅用地を所有し、かつ、その申告 き続き当該住宅用地を所有し、かつ、その申告

すべき事項に異動がない場合を除き、当該年度 すべき事項に異動がない場合を除き、当該年度

の初日の属する年の１月31日までに次に掲げる の初日の属する年の１月31日までに次に掲げる

事項を記載した申告書を市長に提出しなければ 事項を記載した申告書を市長に提出しなければ

ならない。 ならない。

(1) 住宅用地の所有者の住所及び氏名又は名称 (1) 住宅用地の所有者の住所、氏名又は名称及

び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人

番号を有しない者にあっては、住所及び氏名

又は名称）

(2)～(4) （略） (2)～(4) （略）

２ （略） ２ （略）

（被災住宅用地の申告） （被災住宅用地の申告）

第86条 法第349条の３の３第１項（同条第２項 第86条 法第349条の３の３第１項（同条第２項

において準用する場合及び同条第３項（同条第 において準用する場合及び同条第３項（同条第
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４項において準用する場合を含む｡)の規定によ ４項において準用する場合を含む｡)の規定によ

り読み替えて適用される場合を含む。第５号及 り読み替えて適用される場合を含む。第５号及

び次項において同じ｡)の規定の適用を受けよう び次項において同じ｡)の規定の適用を受けよう

とする者は、被災年度の翌年度又は翌々年度 とする者は、被災年度の翌年度又は翌々年度

（避難の指示等が行われた場合において、避難 （避難の指示等が行われた場合において、避難

等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年で 等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年で

あるときは、当該被災年度の翌年度から避難等 あるときは、当該被災年度の翌年度から避難等

解除日の属する年の１月１日以後３年を経過す 解除日の属する年の１月１日以後３年を経過す

る日を賦課期日とする年度までの各年度）の初 る日を賦課期日とする年度までの各年度）の初

日の属する年の１月31日までに次に掲げる事項 日の属する年の１月31日までに次に掲げる事項

を記載し、かつ、第４号に掲げる事実を証する を記載し、かつ、第４号に掲げる事実を証する

書類を添付した申告書を市長に提出しなければ 書類を添付した申告書を市長に提出しなければ

ならない。 ならない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称並びに (1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人

当該納税義務者が令第52条の13第１項第３号 番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を

から第５号まで又は第３項第３号から第５号 有しない者にあっては、住所及び氏名又は名

までに掲げる者である場合にあっては、同条 称）並びに当該納税義務者が令第52条の13第

第１項第１号若しくは第２号又は第３項第１ １項第３号から第５号まで又は第３項第３号

号若しくは第２号に掲げる者との関係 から第５号までに掲げる者である場合にあっ

ては、同条第１項第１号若しくは第２号又は

第３項第１号若しくは第２号に掲げる者との

関係

(2)～(6) （略） (2)～(6) （略）

２ （略） ２ （略）

（軽自動車税の減免） （軽自動車税の減免）

第99条 （略） 第99条 （略）

２ 前項の規定によって軽自動車税の減免を受け ２ 前項の規定によって軽自動車税の減免を受け

ようとする者は、納期限前７日までに当該軽自 ようとする者は、納期限前７日までに当該軽自

動車等について減免を受けようとする税額及び 動車等について減免を受けようとする税額及び

次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要 次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要

とする事由を証明する書類を添付して、市長に とする事由を証明する書類を添付して、市長に

提出しなければならない。 提出しなければならない。

(1) （略） (1) （略）

(2) 軽自動車等の所有者等の住所又は氏名若し (2) 軽自動車等の所有者等の住所又は事務所若

くは名称 しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個

(3)～(8) （略） 人番号（行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律第２条

第５項に規定する個人番号をいう。次条にお

いて同じ｡)又は法人番号（個人番号又は法人

番号を有しない者にあっては、住所又は事務

所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名

称）

(3)～(8) （略）

３ （略） ３ （略）

（身体障害者等に対する軽自動車税の減免） （身体障害者等に対する軽自動車税の減免）
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第100条 （略） 第100条 （略）

２ 前項第１号の規定によって軽自動車税の減免 ２ 前項第１号の規定によって軽自動車税の減免

を受けようとする者は、納期限前７日までに、 を受けようとする者は、納期限までに、市長に

市長に対して、身体障害者福祉法（昭和24年法 対して、身体障害者福祉法（昭和24年法律第

律第283号）第15条の規定により交付された身 283号）第15条の規定により交付された身体障

体障害者手帳（戦傷病者特別援護法（昭和38年 害者手帳（戦傷病者特別援護法（昭和38年法律

法律第168号）第４条の規定により戦傷病者手 第168号）第４条の規定により戦傷病者手帳の

帳の交付を受けている者で身体障害者手帳の交 交付を受けている者で身体障害者手帳の交付を

付を受けていないものにあっては戦傷病者手帳 受けていないものにあっては戦傷病者手帳とす

とする。以下この項において「身体障害者手 る。以下この項において「身体障害者手帳」と

帳」という｡)、厚生労働大臣が定めるところに いう｡)、厚生労働大臣が定めるところにより交

より交付された療育手帳（以下この項において 付された療育手帳（以下この項において「療育

「療育手帳」という｡)又は精神保健及び精神障 手帳」という｡)又は精神保健及び精神障害者福

害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123 祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第45

号）第45条の規定により交付された精神障害者 条の規定により交付された精神障害者保健福祉

保健福祉手帳（以下この項において「精神障害 手帳（以下この項において「精神障害者保健福

者保健福祉手帳」という｡)及び道路交通法（昭 祉手帳」という｡)及び道路交通法（昭和35年法

和35年法律第105号）第92条の規定により交付 律第105号）第92条の規定により交付された身

された身体障害者又は身体障害者等と生計を一 体障害者又は身体障害者等と生計を一にする者

にする者若しくは身体障害者等（身体障害者等 若しくは身体障害者等（身体障害者等のみで構

のみで構成される世帯の者に限る｡)を常時介護 成される世帯の者に限る｡)を常時介護する者の

する者の運転免許証（以下この項において「運 運転免許証（以下この項において「運転免許

転免許証」という｡)を提示するとともに、次に 証」という｡)を提示するとともに、次に掲げる

掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とす 事項を記載した申請書に減免を必要とする理由

る理由を証明する書類を添付して、提出しなけ を証明する書類を添付して、提出しなければな

ればならない。 らない。

(1) 減免を受ける者の氏名及び住所並びに減免 (1) 減免を受ける者の氏名、住所及び個人番号

を受ける者が身体障害者等と生計を一にする （個人番号を有しない者にあっては、氏名及

者である場合には、当該身体障害者等との関 び住所）並びに減免を受ける者が身体障害者

係 等と生計を一にする者である場合には、当該

身体障害者等との関係

(2)～(6) （略） (2)～(6) （略）

３ 第１項第２号の規定によって軽自動車税の減 ３ 第１項第２号の規定によって軽自動車税の減

免を受けようとする者は、納期限前７日まで 免を受けようとする者は、納期限までに、市長

に、市長に対して、当該軽自動車等の提示（市 に対して、当該軽自動車等の提示（市長が当該

長が当該軽自動車等の提示に代わると認める書 軽自動車等の提示に代わると認める書類の提出

類の提出がある場合には、当該書類の提出）を がある場合には、当該書類の提出）をするとと

するとともに、第99条第２項各号に掲げる事項 もに、前条第２項各号に掲げる事項を記載した

を記載した申請書を提出しなければならない。 申請書を提出しなければならない。

４ （略） ４ （略）

（特別土地保有税の減免） （特別土地保有税の減免）

第128条 （略） 第128条 （略）

２ 前項の規定によって特別土地保有税の減免を ２ 前項の規定によって特別土地保有税の減免を

受けようとする者は、納期限前７日までに、次 受けようとする者は、納期限前７日までに、次

に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受 に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受
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けようとする事由を証明する書類を添付して市 けようとする事由を証明する書類を添付して市

長に提出しなければならない。 長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称 (1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人

番号（行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律第２条第

５項に規定する個人番号をいう。以下この号

において同じ｡)又は法人番号（個人番号又は

法人番号を有しない者にあっては、住所及び

氏名又は名称）

(2)～(3) （略） (2)～(3) （略）

３ （略） ３ （略）

（入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告） （入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告）

第136条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営 第136条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営

開始の日の前日までに、次に掲げる事項を市長 開始の日の前日までに、次に掲げる事項を市長

に申告しなければならない。申告した事項に異 に申告しなければならない。申告した事項に異

動があった場合においては、直ちにその旨を申 動があった場合においては、直ちにその旨を申

告しなければならない。 告しなければならない。

(1) 住所及び氏名又は名称 (1) 住所又は事務所若しくは事業所の所在地、

氏名又は名称及び個人番号（行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律第２条第５項に規定する個人番

号をいう｡)又は法人番号（個人番号又は法人

番号を有しない者にあっては、住所又は事務

所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名

称）

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略）

附 則 附 則

（納期限の延長に係る延滞金の特例） （納期限の延長に係る延滞金の特例）

第８条 当分の間、日本銀行法（平成９年法律第 第８条 当分の間、日本銀行法（平成９年法律第

89号）第15条第１項（第１号に係る部分に限 89号）第15条第１項（第１号に係る部分に限

る｡)の規定により定められる商業手形の基準割 る｡)の規定により定められる商業手形の基準割

引率が年5.5パーセントを超えて定められる日 引率が年5.5パーセントを超えて定められる日

からその後年5.5パーセント以下に定められる からその後年5.5パーセント以下に定められる

日の前日までの期間（当該期間内に前条第２項 日の前日までの期間（当該期間内に前条第２項

の規定により第48条に規定する延滞金の割合を の規定により第48条に規定する延滞金の割合を

同項に規定する特例基準割合とする年に含まれ 同項に規定する特例基準割合とする年に含まれ

る期間がある場合には、当該期間を除く。以下 る期間がある場合には、当該期間を除く。以下

この項において「特例期間」という｡)内（法人 この項において「特例期間」という｡)内（法人

税法第75条の２第１項（同法第145条第１項に 税法第75条の２第１項（同法第144条の８にお

おいて準用する場合を含む｡)の規定により延長 いて準用する場合を含む｡)の規定により延長さ

された法第321条の８第１項に規定する申告書 れた法第321条の８第１項に規定する申告書の

の提出期限又は法人税法第81条の24第１項の規 提出期限又は法人税法第81条の24第１項の規定

定により延長された法第321条の８第４項に規 により延長された法第321条の８第４項に規定

定する申告書の提出期限が当該年5.5パーセン する申告書の提出期限が当該年5.5パーセント

ト以下に定められる日以後に到来することとな 以下に定められる日以後に到来することとなる
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る市民税に係る申告基準日が特例期間内に到来 市民税に係る申告基準日が特例期間内に到来す

する場合における当該市民税に係る第48条の規 る場合における当該市民税に係る第48条の規定

定による延滞金については、当該年5.5パーセ による延滞金については、当該年5.5パーセン

ントを超えて定められる日から当該延長された トを超えて定められる日から当該延長された申

申告書の提出期限までの期間内）は、特例期間 告書の提出期限までの期間内）は、特例期間内

内にその申告基準日の到来する市民税に係る第 にその申告基準日の到来する市民税に係る第48

48条に規定する延滞金の年7.3パーセントの割 条に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合

合は、同条及び前条第２項の規定にかかわら は、同条及び前条第２項の規定にかかわらず、

ず、当該年7.3パーセントの割合と当該申告基 当該年7.3パーセントの割合と当該申告基準日

準日における当該商業手形の基準割引率のうち における当該商業手形の基準割引率のうち年

年5.5パーセントの割合を超える部分の割合を 5.5パーセントの割合を超える部分の割合を年

年0.25パーセントの割合で除して得た数を年 0.25パーセントの割合で除して得た数を年0.73

0.73パーセントの割合に乗じて計算した割合と パーセントの割合に乗じて計算した割合とを合

を合計した割合（当該合計した割合が年12.775 計した割合（当該合計した割合が年12.775パー

パーセントの割合を超える場合には年12.775 セントの割合を超える場合には年12.775パーセ

パーセントの割合）とする。 ントの割合）とする。

２ （略） ２ （略）

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定 （新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定

の適用を受けようとする者がすべき申告） の適用を受けようとする者がすべき申告）

第18条 法附則第15条の６第１項又は第２項の住 第18条 法附則第15条の６第１項又は第２項の住

宅について、これらの規定の適用を受けようと 宅について、これらの規定の適用を受けようと

する者は、当該年度の初日の属する年の１月31 する者は、当該年度の初日の属する年の１月31

日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市 日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市

長に提出しなければならない。 長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称 (1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人

番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を

有しない者にあっては、住所及び氏名又は名

称）

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略）

２ 法附則第15条の７第１項又は第２項の住宅に ２ 法附則第15条の７第１項又は第２項の住宅に

ついて、これらの規定の適用を受けようとする ついて、これらの規定の適用を受けようとする

者は、当該年度の初日の属する年の１月31日ま 者は、当該年度の初日の属する年の１月31日ま

でに次に掲げる事項を記載した申告書に施行規 でに次に掲げる事項を記載した申告書に施行規

則附則第７条第２項に規定する書類を添付して 則附則第７条第２項に規定する書類を添付して

市長に提出しなければならない。 市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称 (1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人

番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を

有しない者にあっては、住所及び氏名又は名

称）

(2)～(4) (2)～(4)

３ 法附則第15条の８第３項の家屋について、同 ３ 法附則第15条の８第３項の家屋について、同

項の規定の適用を受けようとする者は、当該年 項の規定の適用を受けようとする者は、当該年

度の初日の属する年の１月31日までに次に掲げ 度の初日の属する年の１月31日までに次に掲げ

る事項を記載した申告書を市長に提出しなけれ る事項を記載した申告書を市長に提出しなけれ

ばならない。 ばならない。
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(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称 (1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人

番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を

有しない者にあっては、住所及び氏名又は名

称）

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略）

４ 法附則第15条の８第４項の貸家住宅につい ４ 法附則第15条の８第４項の貸家住宅につい

て、同項の規定の適用を受けようとする者は、 て、同項の規定の適用を受けようとする者は、

当該年度の初日の属する年の１月31日までに次 当該年度の初日の属する年の１月31日までに次

に掲げる事項を記載し、かつ、高齢者の居住の に掲げる事項を記載し、かつ、高齢者の居住の

安定確保に関する法律（平成13年法律第26号） 安定確保に関する法律（平成13年法律第26号）

第７条第１項の登録を受けた旨を証する書類及 第７条第１項の登録を受けた旨を証する書類及

び当該貸家住宅の建設に要する費用について令 び当該貸家住宅の建設に要する費用について令

附則第12条第21項第２号に規定する補助を受け 附則第12条第21項第２号に規定する補助を受け

ている旨を証する書類を添付した申告書を市長 ている旨を証する書類を添付した申告書を市長

に提出しなければならない。 に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称 (1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人

番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を

有しない者にあっては、住所及び氏名又は名

称）

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略）

５ 法附則第15条の８第５項の家屋について、同 ５ 法附則第15条の８第５項の家屋について、同

項の規定の適用を受けようとする者は、当該年 項の規定の適用を受けようとする者は、当該年

度の初日の属する年の１月31日までに次に掲げ 度の初日の属する年の１月31日までに次に掲げ

る事項を記載した申告書を市長に提出しなけれ る事項を記載した申告書を市長に提出しなけれ

ばならない。 ばならない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称 (1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人

番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を

有しない者にあっては、住所及び氏名又は名

称）

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略）

６ 法附則第15条の９第１項の耐震基準適合住宅 ６ 法附則第15条の９第１項の耐震基準適合住宅

について、同項の規定の適用を受けようとする について、同項の規定の適用を受けようとする

者は、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修が 者は、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修が

完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を 完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を

記載した申告書に当該耐震改修に要した費用を 記載した申告書に当該耐震改修に要した費用を

証する書類及び当該耐震改修後の家屋が令附則 証する書類及び当該耐震改修後の家屋が令附則

第12条第24項に規定する基準を満たすことを証 第12条第24項に規定する基準を満たすことを証

する書類を添付して市長に提出しなければなら する書類を添付して市長に提出しなければなら

ない。 ない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称 (1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人

番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を

有しない者にあっては、住所及び氏名又は名

称）

(2)～(6) （略） (2)～(6) （略）

７ 法附則第15条の９第４項の高齢者等居住改修 ７ 法附則第15条の９第４項の高齢者等居住改修
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住宅又は同条第５項の高齢者等居住改修専有部 住宅又は同条第５項の高齢者等居住改修専有部

分について、これらの規定の適用を受けようと 分について、これらの規定の適用を受けようと

する者は、同条第４項に規定する居住安全改修 する者は、同条第４項に規定する居住安全改修

工事が完了した日から３月以内に、次に掲げる 工事が完了した日から３月以内に、次に掲げる

事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第 事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第

８項各号に掲げる書類を添付して市長に提出し ８項各号に掲げる書類を添付して市長に提出し

なければならない。 なければならない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称 (1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人

番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を

有しない者にあっては、住所及び氏名又は名

称）

(2)～(7) （略） (2)～(7) （略）

８ 法附則第15条の９第９項の熱損失防止改修住 ８ 法附則第15条の９第９項の熱損失防止改修住

宅又は同条第10項の熱損失防止改修専有部分に 宅又は同条第10項の熱損失防止改修専有部分に

ついて、これらの規定の適用を受けようとする ついて、これらの規定の適用を受けようとする

者は、同条第９項に規定する熱損失防止改修工 者は、同条第９項に規定する熱損失防止改修工

事が完了した日から３月以内に、次に掲げる事 事が完了した日から３月以内に、次に掲げる事

項を記載した申告書に施行規則附則第７条第９ 項を記載した申告書に施行規則附則第７条第９

項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しな 項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しな

ければならない。 ければならない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称 (1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人

番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を

有しない者にあっては、住所及び氏名又は名

称）

(2)～(6) （略） (2)～(6) （略）

９ 法附則第15条の10第１項の耐震基準適合家屋 ９ 法附則第15条の10第１項の耐震基準適合家屋

について、同項の規定の適用を受けようとする について、同項の規定の適用を受けようとする

者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が 者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が

完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を 完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を

記載した申告書に施行規則附則第７条第11項に 記載した申告書に施行規則附則第７条第11項に

規定する補助に係る補助金確定通知書の写し、 規定する補助に係る補助金確定通知書の写し、

建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７ 建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７

年法律第123号）第７条又は附則第３条第１項 年法律第123号）第７条又は附則第３条第１項

の規定による報告の写し及び当該耐震改修後の の規定による報告の写し及び当該耐震改修後の

家屋が令附則第12条第24項に規定する基準を満 家屋が令附則第12条第24項に規定する基準を満

たすことを証する書類を添付して市長に提出し たすことを証する書類を添付して市長に提出し

なければならない。 なければならない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称 (1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人

番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を

有しない者にあっては、住所及び氏名又は名

称）

(2)～(6) （略） (2)～(6) （略）

（たばこ税の税率の特例）

第32条 たばこ事業法附則第２条の規定による廃 第32条 削除

止前の製造たばこ定価法（昭和40年法律第122
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号）第１条第１項に規定する紙巻たばこ３級品

の当該廃止の時における品目と同一である喫煙

用の紙巻たばこに係るたばこ税の税率は、第

105条の規定にかかわらず、当分の間、1,000本

につき2,495円とする。

２ 前項の規定の適用がある場合における第108

条第１項から第４項までの規定の適用について

は、同条第１項中「第34号の２様式」とあるの

は「第48号の５様式」と、同条第２項中「第34

号の２の２様式」とあるのは「第48号の６様

式」と、同条第３項中「第34号の２の６様式」

とあるのは「第48号の９様式」と、同条第４項

中「第34号の２様式又は第34号の２の２様式」

とあるのは「第48号の５様式又は第48号の６様

式」とする。

（非課税口座内上場株式等の譲渡に係る市民税

の所得計算の特例）

第40条 市民税の所得割の納税義務者が、前年中 第40条 削除

に租税特別措置法第37条の14第５項第２号に規

定する非課税上場株式等管理契約（次項におい

て「非課税上場株式等管理契約」という｡)に基

づき同条第１項に規定する非課税口座内上場株

式等（その者が２以上の同条第５項第１号に規

定する非課税口座（以下この条において「非課

税口座」という｡)を有する場合には、それぞれ

の非課税口座に係る非課税口座内上場株式等。

以下この条において同じ｡)の譲渡をした場合に

は、令附則第18条の６の２第３項で定めるとこ

ろにより、当該非課税口座内上場株式等の譲渡

による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑

所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外

の同法第37条の10第２項に規定する株式等の譲

渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は

雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計

算するものとする。

２ 租税特別措置法第37条の14第４項各号に掲げ

る事由により、非課税口座からの非課税口座内

上場株式等の一部又は全部の払出し（振替によ

るものを含む。以下この項において同じ｡)が

あった場合には、当該払出しがあった非課税口

座内上場株式等については、その事由が生じた

時に、令附則第18条の６の２第２項で定める金

額（以下この項において「払出し時の金額」と

いう｡)により非課税上場株式等管理契約に基づ

く譲渡があったものと、同法第37条の14第４項
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第１号に掲げる移管、返還又は廃止による非課

税口座内上場株式等の払出しがあった非課税口

座を開設し、又は開設していた市民税の所得割

の納税義務者については、当該移管、返還又は

廃止による払出しがあった時に、その払出し時

の金額をもって当該移管、返還又は廃止による

払出しがあった非課税口座内上場株式等の数に

相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同

一銘柄の株式等の取得をしたものと、同項第２

号に掲げる贈与又は相続若しくは遺贈により払

出しがあった非課税口座内上場株式等を取得し

た市民税の所得割の納税義務者については、当

該贈与又は相続若しくは遺贈の時に、その払出

し時の金額をもって当該非課税口座内上場株式

等と同一銘柄の株式等を取得したものとそれぞ

れみなして、前項及び附則第38条の規定その他

のこの条例の規定を適用する。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、平成28年１月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定

める日から施行する。

(1) 第100条第２項の改正（同項第１号に係る部分を除く｡)及び同条第３項の改正並びに附則第８条第

１項及び第32条の改正並びに第５条の規定 平成28年４月１日

(2) 附則第40条の改正 平成29年１月１日

（市民税に関する経過措置）

第２条 改正後の掛川市税条例（以下「新条例」という｡)第19条第２項の規定は、平成28年度以後の年度

分の個人の市民税について適用し、平成27年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

２ 新条例第47条第２項第１号の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という｡)以後に提出する

申請書について適用する。

３ 新条例第28条第８項の規定は、施行日以後に行われる同項の規定による申告について適用し、同日前

に行われる改正前の掛川市税条例（以下「旧条例」という｡)第28条第８項の規定による申告については、

なお従前の例による。

（固定資産税に関する経過措置）

第３条 新条例第71条第１項第１号、第72条第１項第１号及び第２項第１号、第80条第２項第１号、第85
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条第１項第１号並びに第86条第１項第１号並びに附則第18条第１項第１号、第２項第１号、第３項第１

号、第４項第１号、第５項第１号、第６項第１号、第７項第１号、第８項第１号及び第９項第１号の規

定は、施行日以後に提出する新条例第71条第１項並びに第72条第１項及び第２項に規定する申出書、新

条例第80条第２項に規定する申請書又は新条例第85条第１項及び第86条第１項並びに附則第18条各項に

規定する申告書について適用し、同日前に提出した旧条例第71条第１項並びに第72条第１項及び第２項

に規定する申出書、旧条例第80条第２項に規定する申請書又は旧条例第85条第１項及び第86条第１項並

びに附則第18条各項に規定する申告書については、なお従前の例による。

（軽自動車税に関する経過措置）

第４条 新条例第99条第２項第２号及び第100条第２項第１号の規定は、施行日以後に提出する新条例第

99条第２項並びに第100条第２項及び第３項に規定する申請書について適用し、同日前に提出した旧条

例第99条第２項並びに第100条第２項及び第３項に規定する申請書については、なお従前の例による。

（市たばこ税に関する経過措置）

第５条 別段の定めがあるものを除き、附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課す

べきであった旧条例附則第32条に規定する喫煙用の紙巻たばこ（以下この条において「紙巻たばこ３級

品」という｡)に係る市たばこ税については、なお従前の例による。

２ 次の各号に掲げる期間内に、地方税法（昭和25年法律第226号）第465条第１項に規定する売渡し又は

同条第２項に規定する売渡し若しくは消費等が行われる紙巻たばこ３級品に係る市たばこ税の税率は、

新条例第105条の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。

(1) 平成28年４月１日から平成29年３月31日まで 1,000本につき2,925円

(2) 平成29年４月１日から平成30年３月31日まで 1,000本につき3,355円

(3) 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで 1,000本につき4,000円

３ 前項の規定の適用がある場合における新条例第108条第１項から第４項までの規定の適用については、

次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替え

るものとする。

第108条第１項 第34号の２様式 地方税法施行規則の一部を改正する

省令（平成27年総務省令第38号）第

１条の規定による改正前の地方税法

施行規則（以下この節において「平

成27年改正前の地方税法施行規則」

という｡)第48号の５様式
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第108条第２項 第34号の２の２様式 平成27年改正前の地方税法施行規則

第48号の６様式

第108条第３項 第34号の２の６様式 平成27年改正前の地方税法施行規則

第48号の９様式

第108条第４項 第34号の２様式又は第34号の２の 平成27年改正前の地方税法施行規則

２様式 第48号の５様式又は第48号の６様式

４ 平成28年４月１日前に地方税法第465条第１項に規定する売渡し又は同条第２項に規定する売渡し若

しくは消費等（同法第469条第１項第１号及び第２号に規定する売渡しを除く。以下この条において同

じ｡)が行われた紙巻たばこ３級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等（新条例第102条第１項

に規定する卸売販売業者等をいう。以下この条において同じ｡)又は小売販売業者がある場合において、

これらの者が所得税法等の一部を改正する法律（平成27年法律第９号。以下「所得税法等改正法」とい

う｡)附則第52条第１項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ３級品を同日にこれらの

者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなる

ときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ３級品（これらの者が卸売販売業者等であ

る場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所

在する当該紙巻たばこ３級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る｡)を同日に小売販売

業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、

当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ３級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本に

つき430円とする。

５ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、地方税法等の一部を改正する法律

（平成27年法律第２号。以下「平成27年改正法」という｡)附則第20条第４項に規定する申告書を平成28

年５月２日までに市長に提出しなければならない。

６ 前項の規定による申告書を提出した者は、平成28年９月30日までに、その申告に係る市たばこ税を地

方税法施行規則（昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という｡)第34号の２の５様式による納付

書によって納付しなければならない。

７ 第４項の規定により市たばこ税を課する場合においては、同項から前項までに規定するもののほか、

新条例第10条、第108条第４項及び第５項、第110条の２並びに第111条の規定を適用する。この場合に

おいて、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げ

る字句とする。
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第10条 第108条第１項若しくは第２項、 掛川市税条例の一部を改正する条例

（平成27年掛川市条例第36号。以下

この条及び第２章第４節において

「平成27年改正条例」という｡)附則

第５条第６項、

第10条第２号 第108条第１項若しくは第２項 平成27年改正条例附則第５条第５項

第10条第３号 第45条第１項の申告書（法第321 平成27年改正条例附則第５条第６項

条の８第22項及び第23項の申告書 の納期限

を除く｡)、第108条第１項若しく

は第２項の申告書又は第127条第

１項の申告書でその提出期限

第108条第４項 施行規則第34号の２様式又は第34 平成27年改正法附則第20条第４項の

号の２の２様式 規定

第108条第５項 第１項又は第２項 平成27年改正条例附則第５条第６項

第110条の２ 第108条第１項又は第２項 平成27年改正条例附則第５条第５項

当該各項 同項

第111条第２項 第108条第１項又は第２項 平成27年改正条例附則第５条第６項

８ 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に小売販売業者の営

業所の所在する小売販売業者に売り渡した紙巻たばこ３級品のうち、第４項の規定により市たばこ税を

課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市たばこ税に相当する金額を、新条例

第109条の規定に準じて、同条の規定による当該紙巻たばこ３級品につき納付された、又は納付される

べき市たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ税

額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例

第108条第１項から第３項までの規定により市長に提出すべき申告書には、当該返還に係る紙巻たばこ

３級品の品目ごとの本数についての明細を記載した施行規則第16号の５様式による書類を添付しなけれ

ばならない。

９ 平成29年４月１日前に地方税法第465条第１項に規定する売渡し又は同条第２項に規定する売渡し若

しくは消費等が行われた紙巻たばこ３級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業

者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第８項の規定により製造たばこの製

造者として当該紙巻たばこ３級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなし

て同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙

巻たばこ３級品（これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これら
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の者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ３級品を直接管理する営業所

において所持されるものに限る｡)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課

する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ３級品

の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。

10 第５項から第８項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合について準用する。この

場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句に読み替えるものとする。

第５項 前項 第９項

附則第20条第４項 附則第20条第10項において準用する

同条第４項

平成28年５月２日 平成29年５月１日

第６項 平成28年９月30日 平成29年10月２日

第７項の表以外の部分 第４項 第９項

から 、第５項及び

第７項の表第10条の項 附則第５条第６項 附則第５条第10項において準用する

同条第６項

第７項の表第10条第２ 附則第５条第５項 附則第５条第10項において準用する

号の項 同条第５項

第７項の表第10条第３ 附則第５条第６項 附則第５条第10項において準用する

号の項 同条第６項

第７項の表第108条第 附則第20条第４項 附則第20条第10項において準用する

４項の項 同条第４項

第７項の表第108条第 附則第５条第６項 附則第５条第10項において準用する

５項の項 同条第６項

第７項の表第110条の 附則第５条第５項 附則第５条第10項において準用する

２の項 同条第５項

第７項の表第111条第 附則第５条第６項 附則第５条第10項において準用する

２項の項 同条第６項

第８項 第４項 第９項

11 平成30年４月１日前に地方税法第465条第１項に規定する売渡し又は同条第２項に規定する売渡し若

しくは消費等が行われた紙巻たばこ３級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業
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者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第10項の規定により製造たばこの製

造者として当該紙巻たばこ３級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなし

て同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙

巻たばこ３級品（これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これら

の者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ３級品を直接管理する営業所

において所持されるものに限る｡)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課

する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ３級品

の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき645円とする。

12 第５項から第８項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合について準用する。この

場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句に読み替えるものとする。

第５項 前項 第11項

附則第20条第４項 附則第20条第12項において準用する

同条第４項

平成28年５月２日 平成30年５月１日

第６項 平成28年９月30日 平成30年10月１日

第７項の表以外の部分 第４項 第11項

から 、第５項及び

第７項の表第10条の項 附則第５条第６項 附則第５条第12項において準用する

同条第６項

第７項の表第10条第２ 附則第５条第５項 附則第５条第12項において準用する

号の項 同条第５項

第７項の表第10条第３ 附則第５条第６項 附則第５条第12項において準用する

号の項 同条第６項

第７項の表第108条第 附則第20条第４項 附則第20条第12項において準用する

４項の項 同条第４項

第７項の表第108条第 附則第５条第６項 附則第５条第12項において準用する

５項の項 同条第６項

第７項の表第110条の 附則第５条第５項 附則第５条第12項において準用する

２の項 同条第５項
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第７項の表第111条第 附則第５条第６項 附則第５条第12項において準用する

２項の項 同条第６項

第８項 第４項 第11項

13 平成31年４月１日前に地方税法第465条第１項に規定する売渡し又は同条第２項に規定する売渡し若

しくは消費等が行われた紙巻たばこ３級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業

者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第12項の規定により製造たばこの製

造者として当該紙巻たばこ３級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなし

て同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙

巻たばこ３級品（これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これら

の者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ３級品を直接管理する営業所

において所持されるものに限る｡)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課

する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ３級品

の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき1,262円とする。

14 第５項から第８項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合について準用する。この

場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句に読み替えるものとする。

第５項 前項 第13項

附則第20条第４項 附則第20条第14項において準用する

同条第４項

平成28年５月２日 平成31年４月30日

第６項 平成28年９月30日 平成31年９月30日

第７項の表以外の部分 第４項 第13項

から 、第５項及び

第７項の表第10条の項 附則第５条第６項 附則第５条第14項において準用する

同条第６項

第７項の表第10条第２ 附則第５条第５項 附則第５条第14項において準用する

号の項 同条第５項

第７項の表第10条第３ 附則第５条第６項 附則第５条第14項において準用する

号の項 同条第６項
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第７項の表第108条第 附則第20条第４項 附則第20条第14項において準用する

４項の項 同条第４項

第７項の表第108条第 附則第５条第６項 附則第５条第14項において準用する

５項の項 同条第６項

第７項の表第110条の 附則第５条第５項 附則第５条第14項において準用する

２の項 同条第５項

第７項の表第111条第 附則第５条第６項 附則第５条第14項において準用する

２項の項 同条第６項

第８項 第４項 第13項

（特別土地保有税に関する経過措置）

第６条 新条例第128条第２項第１号の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する申請書について適用

し、同日前に提出した旧条例第128条第２項に規定する申請書については、なお従前の例による。

（入湯税に関する経過措置）

第７条 新条例第136条の規定は、施行日以後に行われる新条例第136条の規定による報告について適用し、

同日前に行われた旧条例第136条の規定による報告については、なお従前の例による。


